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BẢBẢN TIN LUẬT

	A. 会計・税務


新設企業・合作社に対する付加価値税（VAT）計算方法適用の登録
2014年04月26日、財務省は新設企業・合作社がVAT計算方法適用を登録することについて案内するオフィシャルレター第5485/BTC-TCT号を発行した。 
· 新設企業・合作社は企業の権限ある者が承認された10億VND以上の投資案を持っている場合、控除法適用の登録対象となる。
· 企業が税務登録書類とVAT計算方法適用の通知書を税務機関へ提出する際に、投資案及び「12ヶ月間以内、投資・購入価値が10億VND以上」旨の誓約書を同時に提出しなければならない。

· 12ヶ月間以内、企業・合作社は投資・購入資産価値が10億VND以上であることを保証できない場合、インボイスを発行してはいけない。
輸出インボイス使用についての案内
2014年04月25日、税務総局は輸出インボイスの使用について案内するオフィシャルレター第1412/TCT-CS号を発行した。 
· 輸出インボイスを発行していた企業は2014年03月01日以降も必要があれば、輸出インボイスを引き続き使用することができる。
· 2014年06月01日より、税務機関は輸出インボイスの発行通知書を受け付けない。
· インボイス発行を2014年06月01日前に通知した輸出インボイスに対して、企業が引き続き使用を希望する場合、未使用インボイスの枚数を2014年07月31までに通知書を税務機関へ登録しなければならない。
国庫への振込依頼書のフォームを変更する
2014年03月11日、財務省は国庫– 税務総局 – 税関総局–商業銀行の間の税金賦課規程を案内する2011年06月17日付通達第85/2011/TT-BTC号を修正·補足する通達第32/2014/TT-BTC号を発行した。
本通達は通達第85/2011/TT-BTC号で定められた以下の3つの新しいフォームに変更される。
· 国庫への納税登録書明細書(書式第 C1-06/NS号)
· 罰金納付明細書 (書式第02/BKTP号)
· 国庫納税証憑の明細書(書式第04/BK-CTNNS号)

本通達は2014年05月11日より発効する。
税務調査に関する新しい手順
2014年01月27日、税務総局は税務調査手順に関する決定第74/QD-TCT号を発行した。 
· 新しい調査手順では、税務機関は年次税務調査計画を立案する。税務調査対象リストは高いから低いまでのリスクレベルによって順序を付けられる。
· 税務調査決定の署名日から15日以内、税務調査団長は調査決定を企業へ公表する。
· 税務調査の際に、企業が会計帳簿及び関連書類を提供しなければならない。これらの書類に基づいて、税務調査員は税務機関が保管している書類と対照、会計証憑、会計帳簿、会計報告、財務報告上のデータを企業の申告書類、税務法の規定と対照し、企業の法律遵守を確認する。
· 不明な点がある場合、税務調査員は企業に書面で説明を要求し、或いは企業との対話を行なうことができる。
· 税務調査期間は通常に延長期間を含め45営業日を超えない
本決定は決定第460/QD-TCT号の代わりに、署名日より発効する。
2014年より、 VAT税率 0%を適用する商品、サービス が書式01-3/GTGT号によって明細書を追加で作成しなければならない
2014年02月25日、ホーチミン税務局はVAT申告に関するオフィシャルレター第1172/CT-TTHT号を発行した。 
· 通達第156/2013/TT-BTC号第11条3b項の規定によると、VAT税率0%を適用する商品、サービスに対しては、2014年01月01日よりVAT申告書類では、通達第156/2013/TT-BTC号とともに発行された書式01-3/GTGT号による明細書を作成しなければならない。
· 上記の明細書は次の内容を十分に記載しないといけない：輸出契約、輸出インボイス(輸出と見なされる場合のVATインボイスも含む) 、銀行送金の証憑
· 延べ支払の場合、「銀行送金の証憑」項目には記入する必要がないが、支払期限を「備考」項目に記入しなければならない。
	B. 投資·その他


本社所在がTu Liem区にある企業登録情報の修正を申請しなければならない
2013年12月27日付の政府決議132/NQ-CP号 によると、2014年04月01日より、Tu Liem区が２つ区南Tu Liem区と北Tu Liem区に分割される:。それで、本社拠点がTu Liem区にある各企業は以下の通り、企業登録情報を修正し、会社の印鑑を再作成しなければならない。
· 政令第43/2010/ND-CP号を案内する通達第14/2010/TT-BKHD号の第21条に従って企業の本社住所の情報を修正申請しなければならない。
· 会社の印鑑を変更する：企業は印鑑を変更する前に、印鑑を押す必要な書類、会計帳簿、証憑、契約を完了するようご留意する必要がある。
商業ウェブサイトは商工省へ通知しなければならない
ホーチミン市商工局の安全技術・環境事務所は企業のウェブサイト上に、事業内容、連絡先、製品紹介などの基本情報しか掲載しない場合でも、広告として見なされる。広告は貿易促進活動として見なされる。政令第52/2013/ND-CP号に基づくと、「ウェブサイトが貿易促進活動のために作成される」は販売電子商業ウェブサイトと見なされるということである。従って、企業/個人はこのようなウェブサイトを有する場合、商工省への通知手続きを行なわなければならない。

具体的は企業/個人がwww.online.gov.vnページに入って、口座登録のために情報を申告する。3日後、企業/個人は口座を発給され、フォームによって申告続ける。
販売電子商業ウェブサイトを開設するが、管轄機関へ通知しない行為に対しては、政令第185/2013/ ND号に従い10,000,000 VND~20,000,000 VNDまでの罰金を科されるリスクがある。
ベトナム法令ニュース
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